
千葉市文化ホール等の管理に関する基本協定書
I

千葉市（以下「甲」 という。 ） とちばアートウインド運営企業体（以下「乙」 という。 ） と
は、甲の設置する公の施設である千葉市若葉文化ホール（以下「若葉文化ホール」 という。 ） 、

千葉市美浜文化ホール（以下「美浜文化ホール」 といい、若葉文化ホールと併せて以下「2館」
という。 ） 、千葉市若葉区千城台コミュニティセンター（以下「千城台コミュニティセンター」

といい、 2館と併せて以下「文化ホール等」 という。 ）の管理に関し次のとおり協定を締結す

る。
I
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第1章総則

(趣旨）
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（定義）

鍾謬 灘 蕊曇
業務（以下「管理業務」 という。 ）に関係する法令、設置管理条例その他の条例及び条例
に基づく規則その他の規程をいう。

（3）募集関係図書甲が文化ホール等の指定管理者の公募に際して公表し、又は配布した募
集要項その他の書類（この協定書の案を除く。 ）の一切をいう。

（4）管理運営の基準募集関係図書のうち千葉市文化ホール管理運営の基準と千葉市若葉区
千城台コミュニティセンター管理運営の基準をいう。

（5）提案書類乙が文化ホール等の指定管理者の公募手続において甲に提出した千葉市文化

"

れを行わせて、当該事業に係る利用者等又は当該第三者から利用料金その他の料金を徴収

し、 自己の収入とする場合の当該事業をいう。

（7）保有文書乙の役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又
は管理人を含む。以下同じ。 ）又は従業員が管理施設の管理に関して作成し、又は取得し
た文書、図画及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す
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に用いるものとして乙が保有しているもの（新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販

売することを目的として発行されるものを除く。 ）をいう。

（8）市の休日千葉市の休日を定める条例（平成元年千葉市条例第1号）第1条第1項に規

定する市の休日をいう。

（9）指定管理料管理業務（自主事業の実施に関する業務及びこれに付帯する業務に係る費

用を除く。 ）の遂行の対価をいう。

(10）不可抗力甲及び乙のいずれの責めに帰することができない暴風、豪雨、落雷、洪水、

地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動、戦争、第三者による不法行為その他自然的又は

人為的な現象で通常の予測を超えるもの及びこれらの影響によって生じた交通手段の断

絶、公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。

(11）法令の変更法令（条例及び条例に基づく規則を含む。 ）の制定及び改廃をいう。

（秘密

第9条

理業務

講じな

2 乙は

当該第

（個人

第10条

保護規

び出資

という‘

情報取；

（1）個

（2）個

（3）前

（4）前：

人情

（適用関係）

第4条甲及び乙は、募集関係図書及び提案書類に記載された事項がこの協定の一部を構成す

るものとみなされ、甲及び乙を拘束することを確認する。ただし、この協定に特別の定めが

ある場合を除き、募集関係図書と提案書類の内容が矛盾抵触する場合には、募集関係図書が

優先して適用されるものとし、 この協定の規定と募集関係図書又は提案書類の内容が矛盾抵

触する場合には、この協定の規定が優先して適用されるものとする。

（管理施設）

第5条管理施設は、別記1に定めるとおりとする。
r

（暴力’

第11条

条例」

をいう‘

ぱなら；

（1）管］

る施；

（2）管〕

する』

報告一

（3）管］

当該1

〈

（指定期間） 、

第6条指定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日までであることを確認する。

第2章管理業務の範囲、管理の基準等

（管理業務の範囲及び実施条件）

第7条乙が行う管理業務の範囲は、次のとおりとする。

（1）文化ホール条例第7条及びコミュニティセンター条例第8条に規定する管理施設の使用

の許可に関する業務並びに文化ホール条例第9条及びコミュニティセンター条例第10条

に規定する使用の制限等に関する業務（以下「使用許可業務」 と総称する。 ）

（2）文化ホール条例第4条第2号及びコミュニティセンター条例第5条第2号に規定する管

理施設等の維持管理に関する業務（以下「維持管理業務」 という。 ）

（3） 自主事業の実施に関する業務

（4）前3号に掲げるもののほか、募集関係図書及び提案書類（以下これらを総称して「募集

関係図書等」 という。 ） （募集関係図書に定める条件は提案書類に記載された条件に優先
するものとし、募集関係図書に定める条件の水準を提案書類に記載された条件の水準が上

回るときは、当該上回る部分については提案書類に記載された条件を優先する。 ）並びに

この協定において、乙の実施が必須であると定められている業務

（5）前各号に掲げる業務に付帯する業務

2管理業務の細目及び乙が管理業務を実施するに当たって満たさなければならない条件は、

この協定に定めるもののほか、募集関係図書等に定めるとおりとする。

（情報〔

第12条

理者情計

の例に‘

（1）開ブ

（2）保即

（3）保引

（4）情斗

（文書＃

第13条

理規程

理に関1

れぱな‘

終了後（

（関係法令等の遵守）

第8条乙は、関係法令等に従って、管理業務を実施しなければならない。
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攻の者に販

（秘密の保持）

第9条乙は、乙の役員若しくは管理業務に従事する従業員又はこれらの者であった者が、管
理業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用しないよう必要な措置を

講じなければならない。

2 乙は、管理業務の一部を第三者に請け負わせ、又は委任し、若しくは委託する場合には､

当該第三者に対しても前項に規定する秘密の保持に関する措置を義務づけるものとする。

箒1項に規

＃努に係る費

雪、洪水、 ；ｲ．
ﾖ然的又は

君手段の断ﾑー （個人情報の保護）

第10条乙は、管理業務に関して保有する個人情報について、千葉市指定管理者等個人情報
保護規程（以下この条において「個人情報保護規程」 という。 ）及び千葉市指定管理者等及

び出資等法人個人情報保護事務処理要領(以下この条において「個人情報保護事務処理要領」

という。 ）並びに別記2 「指定管理者個人情報取扱特記事項」 （以下この条において「個人

情報取扱特記事項」 という｡ ）の規定に従い、次に掲げる措置を講ずるものとする。

（1）個人情報を適切に取り扱うこと。

（2）個人情報の開示、訂正及び利用停止の申出を受けて決定等を行うこと。
（3）前号の決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。

（4）前各号に掲げるもののほか、個人情報保護規程及び個人情報保護事務処理要領並びに個

人情報取扱特記事項において指定管理者が行うべきものとされていること。

ｨ，う。

郭を構成す

うUの定めが

翼係図書が

春が矛盾抵

（暴力団の排除）

第11条乙は、千葉市暴力団排除条例（平成24年千葉市条例第36号。以下「暴力団排除

条例」 という。 ）第3条に規定する暴力団（暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団

をいう。以下同じ。 ）の排除についての基本理念にのっとり、次に掲げる措置を講じなけれ

ばならない。

（1）管理業務に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、甲が実施する暴力団の排除に関す

る施策に協力すること。

（2）管理業務の遂行に当たり、暴力団又は暴力団員等（暴力団排除条例第2条第3号に規定

する暴力団員等をいう。以下同じ。 ）による不当な要求があった場合には、遅滞なく甲に

報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

（3）管理業務に関し、暴力団の排除に資すると認められる事情を知ったときは、甲に対し、

当該情報を提供すること。

確認する。

施設の使用

例第10条

規定する管 （情報の公開）

第12条乙は、管理業務に関して保有する情報の公開について、千葉市○○センター指定管

理者情報公開規程準則及び千葉市○○センター指定管理者情報公開事務処理要領準則の規定

の例により自ら情報の公開に関する規程を作成して、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1)開示の申出を受けて保有文書を開示すること｡

（2）保有文書の開示決定等に対する異議申出を受けて再決定をすること。

（3）保有文書を適正に管理すること。

（4）情報提供施策を充実すること。

して「募集

条件に優先

の水準が上

。 ）並びに

（文書管理規程の作成）

第13条乙は、保有文書を適正に管理するため、指定期間の初日までに、保有文書の文書管

理規程（保有文書の分類、作成、保存、廃棄及び引継ぎに関する基準その他の保有文書の管

理に関して必要な事項を定める規程をいう。以下同じ。 ）を作成して、甲の確認を受けなけ

ればならない。この場合において、管理業務の経理に関する保有文書については、事業年度

終了後5年を下回らない期間保存することとしなければならない。 ､

い条件は、
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（労働者の安全の確保等）

第18条乙は、労働安全衛

理施設において就労する労

か、作業行動の安全を図っ

生法（昭和47年法律第57号）及びその関連法令に従って、管

働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を推進するほ

て、労働災害の発生を防止するものとする。

Eい･

とを滅失し、

rは、甲は、

〕のとする。

､とともに、

（電力等の確保等）

第19条甲は、乙が管理業

て「電力等」 という。 ）に

等により利用可能な状態を

る上で必要な電力等の確保

2 乙は、管理業務の実施に

務を実施する上で必要な電力、用水、燃料等（以下この条におい

ついて、指定期間の初日までにその供給者と供給契約を締結する

確保するものとする。この場合において、乙が管理業務を実施す

に関する甲の義務は、これに限るものする。

当たって費消した電力等の代金を支払い、又は副資材等をその責更な許認可等

謨届出につい 任において調達するものする。
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、 自己の費用及び責任において、管理業務を実施するために合理

辺の生活環境に配慮するものとする。

は管理施設の利用者等に災害又は事故があったときは、迅速かつ

適切な対応を行うとともに、速やかに甲に報告して、その指示に従うものとする。
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乙
療医

２

１
るす関に用重

災害が発生した場合においては、甲の求めるところに従い、管理施設が当該役割を果もに、

に協力するほか、平時においては、当該役割を担うための防災機

力するものとする。

イセンターが千葉市地域防災計画上の避難所に指定されているこ

運営委員会の一員として平常時から避難所運営委員会の会議や訓

災害が発生した場合においては、甲の求めるところに従い、避難

運営への協力業務を行うものとする。災害等の発生により帰宅困

う必要がある場合も同様とする。
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び責任において管理業務に係る募集関係図書等に記載された内

るものとし、指定期間中、当該保険契約を維持するものとする。

でに、甲に対し､ ’前項の損害保険契約の保険証券その他その内容

した上で、その写しを提出しなければならない。損害保険契約を

も、同様とする。

ウ

息鱈蕊’ 第3章事業計画及び事業報告

ぃ。 （事業計画）

第23条乙は、毎事業年度

について、甲市の休日に当たるときは、

業務に係る次に掲げる事項

容に従い、可積書を添付して甲に提出す

（1）管理業務の実施体制に

(指定期間における最終の事業年度を除く。 ）9月1日 （その日が

その日後の市の休日でない日とする。 ）までに翌事業年度の管理

を記載した次年度事業計画書に当該管理業務に関する収支予算見

るものとする。

関すること。
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第4章管理業務の実施

第1節総則

（業務責任者等の選任）

第27条乙は、管理施設ごとにその管理施設の管理業務に従事する従業員の中から業務責
者を選任しなければならない。ただし、若葉文化ホールの業務責任者と千城台コミュニテ

6
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の規定を遵守しなければならない。

（審査基準等の作成等）
第32条乙は、管理業務を開始する
行政手続条例第5条第1項に規定す
定めて公にしておくとともに、これ
場合にあっては、当該処分基準を含
び期間を変更した場合についても、

（使用不許可処分等の際の報告）
第33条乙は、文化ホール条例第8
若しくは第10条の規定により、管
限若しくは停止又は使用許可の取消
らない。

第3節維持管理業務

（監視の実施等）

第34条乙は､管理施設の使用時間中､管理施設を監視して､事故発生の予防に努めると
もに、管理施設内の施設、設備等に異常を発見した場合は、直ちに適切な措置を講ずるも
とする。

2 乙は、第16条に定めるもののほか、設備の保守その他の維持管理業務の遂行に必要な
格を有する者を確保するものとする。

’

’
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況についてのアンケート調査を実施するものとする。 ；
2 乙は、各月のアンケート調査の結果を集計して、集計したアンケート調査の結果及び当該
結果についての乙の分析、評価等を記載したアンケート調査結果報告書を当該月の翌月に提第47条
出する月次事業報告書に添付して、甲に提出するものとする。 2 乙は、
3前項の規定にかかわらず、利用者の属性や利用状況等を踏まえ、各月のアンケート調査の第12身
結果を集計する効果が低いと認められる場合は、甲乙協議の上、複数の月の調査結果をまと3 前項〃
めて前項のアンケート調査結果報告書を作成することができる。 、を除き、
4前3項に定めるもののほか、乙は、常に利用者（千城台コミュニティセンターにおいてIj4 乙は、
利用者及び地域住民等）の意見を聴取し、適切に対応するための体制を整備しなければなG施行規貝

場合は、
ない。

し、そα

（管理業務の実施状況に関する自己評価） 5前項α
第44条乙は、月次事業報告書及び事業報告書に、管理業務の実施状況に関する次に掲げそ6 乙は、
事項についての自己評価（達成の成否のほか、達成又は未達成の程度の段階評価を含むもq当該記蒟
とする。 ）の結果を記載するものとする。
（1）管理施設の維持管理の実施内容が募集関係図書等及び事業計画書の記載内容並びにこq 芽

協定に定める基準に適合しているかどうか
（2）管理施設の維持管理の実施内容が事業計画書の管理施設の維持管理に関する計画の内累 （通則）

第48条
に適合しているかどうか

（3） 自主事業の実施内容が募集関係図書等及び事業計画書の記載内容並びにこの協定に定Iの数式に
る基準に適合しているかどうか おいて砿

（4） 自主事業の実施内容が事業計画書の自主事業の実施に関する計画及び個別自主事業実力 X－Y
計画書の内容に適合しているかどうか

（5）前各号に掲げる事項のほか、管理業務の実施状況が募集関係図書等及び事業計画書の鳥
載内容並びにこの協定に定める基準に適合しているかどうか

の
Ｘ

》
」

（甲によるモニタリング）

第45条甲は、月次事業報告書及び事業報告書の内容を確認するほか、指定期間中、随時、
乙に対して、管理業務の実施状況（経理の状況を含む。以下この条において同じ。 ）につ’
ての説明若しくは日報その他の管理業務に関する書類（経理に関する書類を含む。 ）の提｜
を求め、又はその職員に、管理施設において管理業務の実施状況若しくは当該書類を確認＃
せ、若しくは利用者その他の関係者に質問させることができるものとし、乙は、正当な理’
がある場合を除き、これに協力しなければならない。
2甲は、前項に規定する管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認I

Y

Z

係る業務について委託することができる。
3第1項の規定（管理業務の実施状況として確認する労働関係法令遵守状況の確認に係るリ 指定期

， 務に関する部分に限る。 ）は、前項の規定による委託を受けたものが受託した業務を行うj00円（
’ 第1項

合においても適用する。
め、甲及

（改善の指示等） § 管理経
第46条甲は、乙が募集関係図書等若しくは事業計画書の記載内容若しくはこの協定に定経営努力
る基準に従っで管理業務を実施していないと認めるとき又は管理業務の適正を期するためがあると
必要があると認めるときは、乙に対し、理由を付して、必要な措置をとるべきことを勧告I乙がその；
又は地方自治法第244条の2第10項に規定する指示をすることができる。 （月次指

；49条 5

定管理料一
第6章利用料金及び指定管理料

理料の額｛

10



I

第1節利用料金

４
第
〆
を
施
場
し
喜
当

7条管理施設の利用料金は、乙がその収入として収受する。

乙は、甲が別に定める日までに、文化ホール条例第10条及びコミュニティセンター条例

12条の規定により、甲の承認を得て利用料金の額を定めるものとする。

前項の規定により定めた利用料金の額は、指定期間中、甲が特に必要があると認める場合

除き、変更しないものとする。

乙は、千葉市文化ホール管理規則第11条及び千葉市コミュニティセンター設置管理条例

行規則第8条及び第9条に規定する場合以外の場合であっても、特に必要があると認める

合は、利用料金を減免し、又は返還することができる。 この場合において、甲は、乙に対

、その減免し、又は返還した額に相当する額の補填をしないものとする。

前項の規定は、乙が管理業務で管理施設を利用する場合は、適用しない。

乙は、収受した利用料金の一切を記録するために帳簿を作成して、逐一記録するとともに、

該記録を管理業務に係る事業年度終了後5年間保存しなければならない。

第2節指定管理料内容

|する

息この

1別自

通則）

8条甲は、乙に指定管理料を支払うものとし、指定管理料の額は、事業年度ごとに、次

数式によって算出される金額を基本として第3項の規定により別途締結する年度協定書に

いて確定する額とする。

X-Y+Z

この式において、X、Y及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。

X当該事業年度における管理業務（自主事業の実施に関する業務及びこれに付

帯する業務を除く。 ）の実施に要する費用の額(公租公課を計上する場合は事

業計画書において甲の承認を受けたものに限る。 ）として当該事業年度の事業

計画書に記載された見込額（以下「管理経費見込額」 という。 ）

Y当該事業年度における管理業務の実施により収受し得るものとして当該事

業年度の事業計画書に記載された管理施設の利用料金その他の収入（自主事業
の実施により得られる収入及び指定管理料を除く。 ）の見込額

Z美浜文化ホールに関し、各料金請求者に対して支払う光熱水費の額。 .なお、

当該光熱水費については、精算するものとする。

ド事業計画書の扇

室
町
匙

吋

４

口

『

』

坪

」

。

＄

守

１

・

一巨期間中、

<同じ。 ）

r含む。 ）

当該書類を

乙は、正当

指定期間中の指定管理料の総額（前項のZに当たる額を除く。 ）は、 987， 638， 0

;O円（消費税及び地方消費税相当額を含む。 ）以内とする。

第1項の規定により算出される金額を確認し、及び各事業年度の指定管理料を確定するた

ぎ甲及び乙は、当該事業年度の4月1日に、別途年度協定書を締結するものとする。

管理経費見込額のうち当該事業年度に使用されなかった額がある場合で、その原因が乙の
営努力によるものでないことが明らかであるもの(以下この項において｢不用額」という。）

あるときは、甲は、乙に当該不用額の返還を求めることができる。ただし、当該不用額が、

がその危険を負担する事由により発生したものである場合は、この限りでない。

月次指定管理料）

9条指定管理料は、月ごとに支払うものとし、 1月当たりの指定管理料（以下［月次指

管理料」 という。 ）の額は、前条第3項の規定により確定した当該事業年度に係る指定管

料の額に12'分の1を乗じて得た額とする。この場合において、当該得た額に係る端数の理

11



ｌ
ｉ
ｌ
１

(昭和25年法律第6l'Ml"！
処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
号）第3条の規定に従い、年度協定書で定めるものとする。

（月次事業報告書の確認）
50条甲は、第24条第1項の規定により乙から月次事業報告書の提出があったときは
提出があった日から10日以内に、当該月次事業報告書に指摘事項があるかどうかの確認
し、その結果（指摘事項がある場合にあっては、その内容を含む。 ）を乙に通知するもの
する。

乙は、甲から月次事業報告書に指摘事項がある旨の通知を受けたときは、通知を受けた
から5日以内に、次の各号のいずれかの措置をとらなければならない。

!

）指摘事項について甲に異議を甲し立て勺二と。

)指摘事項を踏まえて補足､修正等をした月次事業報告書を甲に再提出すること・
前項第2号の規定により月次事業報告書が再提出された場合においては、当該再提出さ
月次事業報告書を第24条第1項の規定により提出された月次事業報告書とみなして、
1項の規定を適用する。

4 第2項第1号の規定により乙から異議申立てがあったときは、その取扱いについて甲
実に協議の上、その結果に基づき、速やかに、第1項の規定により月次事業報告書に指
項がない旨を通知し、又は第2項第2号の規定により再提出するものとする。

篭(，
1

1

（指定管理料の支払）

第51条乙は、前条第1項の規定により月次事業報告書に指摘事項がない旨の通知を受
ときは、適法な請求書を甲に提出することにより当該月次指定管理料の支払を請求する
できる。

甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に請求
る月次指定管理料を支払わなければならない。

#
〕 甲がその責めに帰すべき事由により前条第1項に規定する期間内に同項の規定によ
をしないときは、当該期間を経過した日から通知をした日までの期間の日数は、前項
（以下「支払期間」 という。 ）の日数から差し引くものとする。この場合において、
延日数が支払期間の日数を超えるときは、支払期間は、遅延日数が支払期間の日数を
日において満了したものとみなす。
4第49条及び前3項の規定にかかわらず、年度協定書に定めるところにより、甲は
理料の一部または全部を前金払い又は概算払いにより支払うことができるものとする

（遅延利息）

＃
52条甲の責めに帰すべき事由により、月次指定管理料の支払が支払期間内に行われ
ったときは、乙は、遅延日数に応じ、未受領金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に
る法律（昭和24年法律第256号）第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する
あって当該事業年度の4月1日において適用されるものを乗じて計算した金額（その額
00円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 ）の遅延利息の支払を
請求することができる。ただし、計算した遅延利息の額が100円未満であるときは、
艮りでない。

膳
第7章指定の取消し等

． （指定の取消し及び管理業務の停止）
第53条甲は、次の各号のいずれかに該当する場合は、
の損声により乙に対する指定管理者の指定を取り消し、

1

1

獺驚鮮蕊難難
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↓
q

よう、甲の指示に従い、甲又は管理承継者に対
のとする。

2 乙は、指定期間が満了したときは、速やかに
間が満了していない保有文書及び保存期間が満
甲又は管理承継者に引き継がなければならない
3 乙は、前2項の規定による引継ぎに要する費
4 乙は、指定期間が満了したとき以後であって
ぎが完了するまでの間自らの費用及び責任にお
うものとする。 ； 第1

程
刀
△
口
座
辻

可
条
場
り

不
３
た
よ

く
６
つ
に損に乙

第9章損害賠償

（甲の損害賠償義務）

第58条甲は、その責めに帰すべき事由によるこの協定上の義務の不履行によりｰ ユ L も ひ
ほ
か

及
又
や

甲
合
速

場
て

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

（乙の損害賠償義務）

第59条乙は、この協定上の義務の不履行により甲に損害を与えたとき
しなければならない。ただし、当該不履行が、甲の責めに帰すべき事由
は法令変更によるものである場合（第61条第1項又は第63条第1項
ったときに限る。 ）は､この限りでない。
2前項の場合において、甲は、既に第55条の違約金を受領していると
ら受領した違約金の額を控除した額を、損害賠償として請求することが
3第1項に定める場合のほか、乙は、管理業務の遂行に付随関連して、D一＝ 、 一 Lローユ国3第1損に疋のo宏百Vﾉ怪〃~、竺Yd､、 己一手細'剖~＝～' ． 、 , ‐"ー.~~ー

（指定の

64条

管理業務

の2第1

止を命ず

甲は､弩理施設の全部〆

1鰯一部を滅失し又はき損することその他の行為によって何らかの損害を甲に被らせた場合I
その損害を賠償するものとする。

勝‘指定期間中に法令の変更が行われた場合又は乙の責
（指定の取消し等）

第62条前条の規定にかかわらず、

14



’I

蕊
I

不可抗力によりこの協定上の義務の履行が不可能又は著しく困難とな

の旨を相手方に通知するとともに、早急に応急措置をとり、不可抗力

小限となるよう努めるものとする。

力によりこの協定上の義務の履行が不能若しくは著しく困難となった

大な損害を生じた場合は、 この協定の変更その他の必要な措置につい

のとする。

鑓
》

等
庄
翫
昨

し
の
鋳

消
条
継

取
前
の

霧
》

J〆凹

講
皆置

昌害

かかわらず、不可抗力により管理業務の継続が不能となった場合又は

の費用を要する場合は、甲は、乙と協議の上、地方自治法第244条

より指定管理者の指定を取り消し、又は管理業務の全部又は一部の停

るものとする。

より指定を取り消し、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じ

管理料の支払を停止し、又は未払の指定管理料を減額して支払うこと
理施設の全部

讓被らせた場合

左
方
荷
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て
す
夛
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凡
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て
、
力
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Ｆ
↓

則
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。
の
目
理
合
を
の
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報
は
は
影
併
け

止）

公の施設に係る指定管理者の選定等に関する条例（平成22年千葉市

いて「選定条例」 という。 ）第5条第1項の規定による場合を除き、

管理業務に関して生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、

ることができないものとする。

施するために自’己の費用及び責任において管理施設に設備、備品等を

期間中、当該設備、備品等を第三者に譲渡し、賃借権その他の使用若

る権利を設定し、又は担保に供してはならない。ただし、選定条例第

り当該指定管理者としての地位を承継した者に設備、備品等を譲渡す

ない。

分割その他これらに類する行為（以下「合併等」 という。 ）をしよう

じめ書面にて合併等の内容、理由及び時期、合併等により乙が受ける

必要な事項を甲に通知しなければならない。

ときは、速やかに、合併等の事実を証する書面を添えて、その旨を甲
『

ない。 と

15
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鏡73

（秘密の保持）

第67条甲及び乙は、互いに管理業務に関して知り得た相手方の秘密を相手方若しくは相
方の代理人以外の第三者1こ漏らし、又はこの協定の履行以外の目的に使用してはならない
、ただし、関係法令等に基づき開示する場合は、この限りでない。 。

1

（情報の公表ノ

第68条甲は、前条虎
とができるものとし、

（1）第12条の規定I【
（2）この協定書及び身

（3）提案書類のうち、
及び収支予算書並びli

（4）第23条第2項0

（5）第24条の規程I
（6）前各号に掲げる1

瞳
る管理施設の官

頃する書類

認した事業計画
日派事業報告害

ロ
グ

'又文

報告
ｰ、 ■

の‘
’

の1粥疋0

説
６

司雲の椿

ん
ユ
ー

延
生
口

哩
報

の逗暮妻年l巷飛
第69

筧髻 司男II注記表及

負担）

の締掃

|貢携0

の協荷

商用0

の協定の疋ぶ

l了壼めろ手糸
¥7C

合に

’

第

2

3

『

（事業年度等） 、

第72条管理業務に係る事業年度は、 4月1日から翌年の3月31日までとする。
2 この協定における期間の定めについては、この協定に別段の定めがある場合を除き、
（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによ

(通知等の様式等）

l
－－I
; ’
1 ｱﾘ

､ ‐1

. ；｜

&r: |
i‘’1

L’’
1 ‘｜
§戸1
． F

割
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定に関する甲乙間の請求、通知、報告、申出、承諾、解除等は、この協定に
る場合を除き、書面により行うものとする。

の定めるところに従い甲に提出した請求書、通知書、計画書、報告書その他

（電磁的記録によるものを含む。 ）の著作権のうち乙が有するものについて

と同時に甲に移転されるものとし、乙は、その著作者人格権についても、そ

主張、行使等がされないように責任をもって措置するものとする。

随
あ
定
置
沁
出
．
マ

と
は
割
協

討
ゞ
識
窪
ゞ
罐
撫
々
樽
平

山
無
若
務
・
《
管
鼠

の協定の定めるところに従って書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又

報告を求め、若しくは受けたことをもって、甲が乙の責任において行うべき

又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。

定に関連する紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と

拝

定の締結に要する費用は、乙の負担とする。認

）

定に定める事項について疑義を生じた事項又はこの協定に定めのない事項に

協議の上、定めるものとする。

を証するため、本書6通を作成し、甲乙記名押印の上各自その1通を保有す

讃・
ﾖ主事業

1 （以下

「自主事

易合にお
トに当た

患甲千葉市中央区千葉港1番

千葉市

千葉市長熊谷俊

晨藤ド

零
乙ちばアートウインド運営企業体

構成員（代表企業）

東京都新宿区西新宿3丁

Fun Space株式

代表取締役鈴木茂

構成員

東京都中央区新富2丁目8

株式会社パシフィックアー

代表取締役村山研

『

17

一



構成員

千葉市花見川区幕張本郷1
株式会社千葉共立
代表取締役武井幸

・ I

D U 構成員

東京都港区北青山3丁目5番12号
クリスタルピル4階

篝株式会社ハンズオン・エンタテイ
代表取締役菊地哲榮

構成員

1 東京都渋谷区代々木2丁目18番3号
一チュー第1ビル

株式会社オーチユー

代表取締役片野忠

L
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９
１
４

ｉ
ｉ
ｈ

揃記1 管理施設

ヨn面｣

1I

名称 所在地
千葉市若葉文化ホール

千葉市美浜文化ホール

千葉市若葉区千城吾ﾖｰﾐｰｰﾃﾗ7~ﾓラアニ

王墓壺若葉区壬城台西2丁目’蕃T喜
王墓壷美浜区真砂5丁目15番画~号
千葉市若葉区千城台西2丁目1番1号

「

可
公
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M 認泣

管理者個人情報取扱特記事瞑

（基本的事項）
第1 乙は、個人情報の保護の重要’
の個人情報の取扱いに当たっては
以下「条例」という。 ）その他個
侵害することのないよう、個人情

生弓一壼雷工卍

望LE'．Eヨーノ

フ乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報の>届丞い、 ’1鵬へ吟一一'一

零
宿止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
乙は、公の施設の管理に関する事務に係る個人情報を適正に管理させるため、公
言理に関する事務に係る個人情報を取り扱う場合に順守すべき事項、関係法令等に
ﾖlの内容及び民事上の責任その他事務の適切な履行のために必要な事項に関する研
その必要に応じて行わなければならない。

腱
き、公の施設の管理に関して甲から貸与さ
複製してはならない。

(複写等の禁止）
第3乙は、甲の指示又は承諾があるときを除
個人情報が記録された資料等を複写し、又は

項

４
の
し
前
委
２
受
。
第
。
７

貴料等の運搬）
5乙は､従事者に対し､個人情報が記録された資料等の運搬中に資料等から離れなし
電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じたうえで運搬
とその他安全確保のために必要な指示を行わなければならない。

4

｜
Ⅱ

I

.(資料等の返還等）
第6乙は､公の施設の管理に関する事務を処理するために甲から貸与され、
若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、指定期間終了後直ちに
引き渡すものとし、甲の承諾を得て行なった複写又は複製物については、
ければならない。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるもの

(指定の取消及び損害賠|賞)
第7甲は、次のいずれかに該当するときには、指定の取消及び損害賠{賞の請求をするこ騒

個人情報について､z艀できるものとする。

（1）公の施設の管理に閨する事務を処理するために乙が取り扱う
めに帰すべき事由|こより甲又は第三者に損害を与えたとき
,っ、前二|ア掲げる場合のほか、乙がこの指定管理者個人情報取扱

記事項に違反してb贋。

日
■
０
ｄ
Ｉ
１
６
４
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
０
Ｉ
Ｉ
１
・
１
６
１
９
６
８
甲
も
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第61条法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む｡以下この項にお
いて同じ｡)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人､使用人その他の従事者が、
その法人又は人の業務に関して第57条又は第58条の違反行為をしたときは、行為者を罰す
るほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、そ
の訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被疑者とする場合の刑事訴訟に閨
する法律の規定を準用する。

第62条偽りその他の不正の手段により、開示決定に基づく公文書に記録された個人情報の
開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

『
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